
 墨田区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程を公布す

る。 

  令和８年３月３０日 

 

                   墨田区議会議長  佐 藤   篤    

 

７墨議第２２７３号決定 

 



墨田区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程 

 墨田区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年３月２４日４墨議第

９４７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  

（個人識別符号） 
第３条 条例第２条第２項の議長が定め

る文字、番号、記号その他の符号は、

次に掲げるものとする。 
⑴～⑷ 〔略〕 
⑸ 出入国管理及び難民認定法（昭和

２６年政令第３１９号）第２条第５

号に規定する旅券（日本国政府の発

行したものを除く。）の番号及び同

法第１９条の４第１項第４号の在留

カードの番号 
⑹～⒂ 〔略〕 
⒃ 介護保険法（平成９年法律第１２

３号）第２０１条の２第１項に規定

する被保険者番号等 
⒄ 〔略〕 

 〔同左〕 
第３条 〔同左〕 
 
 

⑴～⑷ 〔略〕 
⑸ 出入国管理及び難民認定法（昭和

２６年政令第３１９号）第２条第５

号に規定する旅券（日本国政府の発

行したものを除く。）の番号及び同

法第１９条の４第１項第５号の在留

カードの番号 
⑹～⒂ 〔略〕 
⒃ 介護保険法（平成９年法律第１２

３号）第１２条第３項の被保険者証

の番号及び保険者番号 
⒄ 〔略〕 

  

 

   付 則 

 この規程中第３条第１６号の改正規定は令和８年４月１日から、同条第５号の改正

規定は同年６月１４日から施行する。 


